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新宿区

児童育成手当

の受給者情報

児童育成手当システム

児童福祉総合システム
（情報システム課情報システム統合基盤）

支払
データ

支給対象者

ひとり親世帯等応援臨時給付金給付事業に係る個人情報の流れ
（支給対象者ア及びイの方）

支給を希望しない方

⑥【児童育成手当システム登録済の方
（支給対象者アの方とイの方の一部）】
支給希望「無」の入力

⑧支払データの作成

⑨給付金の支給（口座振込）

⑩給付金の受領
⑪支給実績の反映

４ 支給実
績の反映機
能の追加

：システム改修の内容
改修業務は委託で行う。

児童扶養手当システム

①支給対象者の抽出
（支給対象者イの方）

ひとり親世帯臨時特
別給付金（国事業）

の受給者情報

③案内文等の郵送

・ID・パスワード認証
・ウイルス対策
・ログ監視
・他ネットワークとの分離
・改修時の検証作業は
区が実施する。

②突合
（重複者の
チェック）

（資料２２ー１－１）

１ 支給対
象者の管理
機能の追加

児童育成手当未申請の方の情報は、児童育成手当
受給対象者と区別するフラグをつけ、文書保存年
限経過後にデータを削除する。

①支給対象者の抽出
（支給対象者アの方）

④給付金受給拒否の届出書の
提出（窓口又は郵送）

２ 支給対象
者ＣＳＶファ
イル作成機能
の追加

３ 支払デー
タの作成機能
の追加

案内文に、以下の内容を記載する。

・給付を希望しない場合は、届出書
を提出することで、受給拒否の意思
表示ができる。

・一定の期日までに給付を希望しな
い届出書の提出がなければ、口座へ
の振込を同意したものとみなす。

⑤支給
希望有
無等の
確認

ア 新宿区から令和２年11月分の
児童育成手当の支給を受ける者

イ 新型コロナウイルス感染症の
影響を受けて家計が急変し、新宿
区ひとり親世帯臨時特別給付金
（国事業）の支給を受けている者
（ただし、令和2年10月30日まで
に申請した者は、申請日から引き
続き令和2年11月1日現在、区に住
所を有すること。）

⑦【児童育成手当システム未登録の方
（支給対象者イの方）】
システムへの登録
住民情報オンラインシステムにより住
民番号から対象者を特定し、対象者情
報をデータ連携により児童育成手当シ
ステムに取り込む。


